
 

 

仕 様 書 

 

１ 件 名 

  空気呼吸器保守点検委託及び酸素呼吸器保守点検委託 

 

２ 履 行 期 間 

  契約締結日から令和７年９月３０日まで 

 

３ 履 行 場 所 

 ⑴ 草加市神明二丁目２番２号    草加消防署 

 ⑵ 草加市西町１０８番地２     草加消防署西分署 

 ⑶ 草加市青柳六丁目２３番６号   草加消防署青柳分署 

 ⑷ 草加市清門二丁目１番地４３   草加消防署北分署 

 ⑸ 草加市谷塚町５２５番地２    草加消防署谷塚ステーション 

 ⑹ 八潮市大字鶴ケ曽根１１８５番地 八潮消防署 

 

４ 数    量 

 ⑴ 草加消防署分 

   空気呼吸器（ＮＭ３０）   ６０基 

   空気呼吸器（Ａ１－１２）  １４基 

   酸素呼吸器（オキシゼム）   ５基 

 ⑵ 八潮消防署分 

   空気呼吸器（ＮＭ３０）   ２０基 

   空気呼吸器（ＫＤ３０）    ８基 

   空気呼吸器（Ａ１－１２）  １３基 

   空気呼吸器（Ｋ－３０）    ４基 

                     

５ 支 払 方 法 

  業務完了払 

  なお、請求に際しては、次のとおり請求書を分け、担当者に提出すること。 

  草加消防署分 空気呼吸器１枚、酸素呼吸器１枚 

  八潮消防署分 空気呼吸器１枚 

 

 



６ 保守点検内容    

 ⑴ 空気呼吸器  

  ア 調整器部 

  イ 面体部 

  ウ ハーネス部 

  エ その他 

 ⑵ 酸素呼吸器 

  ア 本体部 

  イ 面体部 

  ウ その他 

 

７ 提 出 書 類 

 ⑴ 空気呼吸器及び酸素呼吸器点検結果報告書（点検完了後） 

 ⑵ 業務完了報告書 

 

８ その他 

 ⑴ 本仕様書に定めのない事項及び疑義のある場合は、担当者に質問し指示又は承 

  認を受けること。なお、契約後における本仕様書上の質疑について、当組合の解 

  釈によるものとする。 

 ⑵ 点検中に修繕、部品交換等が発生した場合は、直ちに担当者と協議すること。 

 ⑶ 点検中に修繕、部品交換等が発生し担当者と協議した結果、修繕、部品交換 

  を実施する場合、修繕前・修繕中・修繕後の写真及び交換部品を提出すること。 

 ⑷ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑸ 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。 

  ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行 

   為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、組合 

   管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じ 

   ること。 

 

９ 問合せ先 

  草加八潮消防組合 草加消防署西分署 救助係 担当 石井、鈴木 

  電話 ０４８（９２５）３２５１ 内線 ５１３３１ 
 


